
 
 

グループホームの運営相談します！ 
 

障がい者グループホームの運営・管理者のみなさまへ 
 

 

相談・訪問研修の費用は 無料 です。 

グループホームの運営で困りごとや、誰かに相談したいことはありませんか？ 

ホームの皆様へ専門職によるアドバイスや研修などを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

・対象の事業所は、川崎市所管域で運営されている「共同生活援助事業所」です。 

・感染症拡大防止のため、オンラインによる相談対応や研修の実施をお願いする場合があります。 

・ご相談内容により、お応え出来ない場合もあります。 

まずは、ホームページより相談担当までご連絡ください。 

―過去の相談事例集もホームページからご覧になれます― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームの業務の基本  記録の整備  労務管理 
オンライン対応  権利擁護   処遇改善加算   

金銭管理  メンタルケア  BCP策定 
 感染症対策  職員(管理者)研修  契約 
規程 規則の見直し  支援能力の向上  防災 
  意思決定支援  支援目標の共有化   法務 

人材確保  高齢化への対応   建築基準 
スーパーバイズ   消防   ホーム間の連携 等 

まずはご相談ください 

―相談窓口― 

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 
障害者グループホーム運営支援担当      

・ホームページ（お申込みフォーム・過去の相談事例集） 

https://www.kanafuku.jp/services/syogaifukushi/kawasaki.html 

〒231-0023 横浜市中区山下町 23 番地 日土地山下町ビル 9 階 

  公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会 障害者グループホーム運営支援担当 

045-227-5692《平日 9:00～17:00》 
 

 

 
令和５年 川崎市委託事業 

 
障害者グループホームの運営法人・管理者のみなさまへ 

運営相談、研修を行います！ 
 

 


